
施工説明書
取扱説明書

保管用

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。施工説明
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ポール側可動範囲：90° 450 695

ポール側可動範囲：90°
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器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

M16取付ボルト2本(別途)

ばね座金2個(別途)

平座金2個(別途)

M16六角ナット４個(別途)

落下防止金具
取付ボルトM10　1本
(別途)

落下防止金具

平座金
1個(別途)

六角ナットM10
4個(別途)

落下防止ワイヤー

M10取付ボルト1本(別途)落下防止金具用

M16ボルト2本(別途)アーム用

200±10

本体

落下防止ボルト(別途)

落下防止金具

アーム

落下防止
ワイヤー
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器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。4 電源口出し線を接続する

※自己融着テープ ( 別途 )を巻いて処理後、
　絶縁テープ (別途 )で処理する

電源線(別途)の
シース端部 自己融着テープ（別途）

　　＋
絶縁テープ（別途）

※自己融着テープ ( 別途 )を巻いて処理後、
　絶縁テープ (別途 )で処理する

自己融着テープなど(別途)

電源線と電源口出し線との接続方法

スリーブ（別途）
自己融着テープ（別途）
　　　　＋
絶縁テープ（別途）

シース

外被

絶縁テープなど(別途)
自己融着テープ（別途）
　　　　＋
絶縁テープ（別途）

シースの無い電源線接続部

電源口出し線

・ 以下の結線方法は、 いずれも口出し線接続部からの
　浸水の原因になります

接続部を下向きにせず
上向きにしてください

シース端や線間の隙間についても
テープ処理を行ってください



器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。
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5　調光口出し線を接続する

5-1 段調光加工の場合

段調光動作
段調光用スイッチにより調光します

（※)100％
点灯

消灯

器具
点灯

段調光
レベル

段調光用
スイッチ ON

消灯

器具
消灯

段調光動作

段調光制御点灯

※自己融着テープ ( 別途 )を巻いて処理後、
　絶縁テープ (別途 )で処理する

調光線(別途)の
シース端部 自己融着テープ（別途）

　　＋
絶縁テープ（別途）

※自己融着テープ ( 別途 )を巻いて処理後、
　絶縁テープ (別途 )で処理する

・ 以下の結線方法は、 いずれも口出し線接続部からの
　浸水の原因になります

接続部を下向きにせず
上向きにしてください

シース端や線間の隙間についても
テープ処理を行ってください

電源線(別途)

調光線(別途)

調光口出し線

電源口出し線

自己融着テープなど(別途)

調光線と調光口出し線との接続方法

絶縁テープなど(別途)

シース

外被

スリーブ（別途）
自己融着テープ（別途）
　　　　＋
絶縁テープ（別途）

シースの無い調光線接続部

自己融着テープ（別途）
　　　　＋
絶縁テープ（別途）

【ご注意】
※初期光束補正機能付の場合、定格光束の 85％となります。

電源口出し線

調光口出し線
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器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

※自己融着テープ ( 別途 )を巻いて処理後、
　絶縁テープ (別途 )で処理する

5-2 連続調光加工の場合

調光線(別途)の
シース端部 自己融着テープ（別途）

　　＋
絶縁テープ（別途）

※自己融着テープ ( 別途 )を巻いて処理後、
　絶縁テープ (別途 )で処理する

・ 以下の結線方法は、 いずれも口出し線接続部からの
　浸水の原因になります

接続部を下向きにせず
上向きにしてください

シース端や線間の隙間についても
テープ処理を行ってください

電源線(別途)

調光線(別途)

調光口出し線

電源口出し線

自己融着テープなど(別途)

調光線と調光口出し線との接続方法

絶縁テープなど(別途)

シース

ドレインワイヤ

外被

スリーブ（別途）
自己融着テープ（別途）
　　　　＋
絶縁テープ（別途）

シースの無い調光線接続部

ドレインワイヤ

自己融着テープ（別途）
　　　　＋
絶縁テープ（別途）

電源口出し線

調光口出し線
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●器具の改造および構成部品(LED、電源部など)の交換をしない。感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
  感電・火災の原因となります。
●欠けやひび割れの発生しているパネルは使用しない。感電・落下の原因となります。
●器具にボールなどの飛来物が衝突した場合は器具の点検を行い、破損などが生じた場合、直ちに使用を中止する。
　落下・感電・火災の原因となります。
●被照射物とは100cm(狭角タイプの場合：150cm)以上離す。過熱による火災の原因となります。
●上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除く。
　堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

●お手入れの際には、必ず電源を切って器具が十分冷えてから行ってください。感電・やけどの原因となります。
●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
●殺虫剤などの引火物の噴霧は行わないでください。発火によるやけどのおそれがあります。　
●布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。発火の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、器具の縁などにつららができることがあります。つららの除去を行ってください。
　つらら落下によるけがの原因となります。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。取扱説明
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目盛 2

目盛 1
（灯具回転用）

アーム

目盛 2
（アーム回転用）

ハンドル
アーム

目盛 1
（灯具回転用）

アーム端面

目盛 1
（灯具回転用）

目盛 2

ばね座金
2個(別途)

平座金
2個(別途)

M16六角ナット
4個(別途)

目盛 1

アーム
端面

（灯具回転用）
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お手入れについて

保証について

●この照明器具の光源は交換しないでください。

●LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが
　異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。
●雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。
　数日間、点灯・消灯を繰り返すことにより消滅しますので、あらかじめご了承ください。
●アームの溶融亜鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。
　際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため部分的に補修塗装を行っています。
　均一な仕上がりにはなりませんのであらかじめご了承ください。

器具外形寸法図

定　　格

2 2

●照明器具には耐用年限があります。設置して10年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
　点検・交換をしてください。
　※1使用条件は周囲温度30℃、１日10時間点灯です。
　※1LED光源は光束維持時間が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
　　点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
●LED照明器具の光束維持時間は60,000時間（光束維持率85％）です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による
　点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
●点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災・感電・落下などに至る場合があります。

■リサイクル　照明器具を廃棄する場合は、法に基づいて適切に処理してください。


